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本発表は、市民社会の越境的動態の一側面を明らか

にするために、移民の越境市民社会と出身国との関係

について検討する政治人類学的試みである。ここでい

う越境市民社会とは、家族などの私的領域と国家の間

に地理的国境を越えて存する社会的領域であり、そこ

では礼儀や気遣い、公共心等々の社会的価値が生産さ

れるが、利益追及を主たる目的とする活動はなされな

い。市民社会研究では特定の自発的団体に焦点を当て

て市民社会の動態を具体的に明らかにしようとする

ものが多い。本発表でも、移民の自発的団体である在

外ネパール人協会(Non-resident Nepali Society, NRNA)

を取り上げ、ネパール政府との関係について考える。 

国内の市民社会と国家との関係や民主主義的体制

において市民社会が果たす役割についての議論には、

二つの立場がある。一つは、市民社会の様々な組織が

せめぎ合うことが民主主義体制の維持に貢献すると

見る、トクヴィル的な立場である。もう一つは、国家

は、国民に対して優越する立場を確固たるものとする

ために、市民社会の組織を国家組織の中に組み込むと

するグラムシ的な立場である。では、越境市民社会と

国家の関係はどのようなものとなるのであろうか。 

本発表ではまず、NRNA の組織と活動について概略

を述べる。次いで、ネパール政府との関係について述

べる。特に、NRNA による二重国籍法制化運動を取り

上げ、その背景と動機、政府との交渉の経過を明かに

する。 

結論として、以下のことを指摘する予定である。 

第一に、NRNA は、越境市民社会の団体である。そ

れは出身民族／カーストを問わずネパール系移民か

ら構成される自発的団体であり、かつ、国家組織では

ない。NRNA の組織は単一の国の領土の内部に止まる

ものではなく、活動も地理的国境を越えてなされる。

NRNA の内部では社交的関係を通じて互助や公共心、

気前の良さ、遠距離ナショナリズム等の社会的価値が

生産されている。 

第二に、NRNA とネパールの間にはｺｰﾎﾟﾗﾃｨｽﾞﾑ的関

係が国境を越えて構築されている。ｺｰﾎﾟﾗﾃｨｽﾞﾑとは、

「主要な社会集団ないし利益集団（労組、企業、農民

団体、軍事組織、民族、クラン、各種支援団体

(patronage)、氏族、宗教団体、カースト団体など）が、

国家の発展を協調的に達成するために、独占的基盤の

上に、ないし国家の指導と統制のもとに、統治ｼｽﾃﾑに

統合されるｼｽﾃﾑ」(Wiarda 2015(1997): ix)である。NRNA

はネパール系移民団体としては最大であり、政府との 

交渉窓口を独占的に保持している。また、ネパール政府

の各種諮問委員会に参加するなど、その活動の一部は統

治ｼｽﾃﾑに統合されている。さらに、NRNA は政府による

監督を受け入れるなど、政府の指導・統制のもとにある。 

 第三に、コーポラティズム的な関係はネパール国内の

市民団体と政府との関係にも見られるが、NRNA と政府

との関係には、国内コーポラティズムには見られない特

色がある。それは、ネパール政府が NRNA に対して優

越した立場にあり、両者の権利義務関係は概ね片務的で

あるということである。国内に居住するネパール国民に

より構成される団体であるならば、ロビーイングや選挙

における投票、街頭デモなど複数の手段を取って政府に

圧力を加えることができる。しかし、移出民には、ネパ

ール国籍の有無にかかわらず政治的権利が事実上ない

ため投票することができず、また、ネパールに居住して

いないため頻繁に街頭デモを行うことも困難である。そ

のため、NRNA はロビーイングなど限られた手法を取っ

て政府と交渉することを余儀なくされている。さらに政

府は、移出民の政治的権利の制限について説明する際に

「外国の脅威」という概念を核とする言説を駆使してお

り、遠距離ナショナリズムにより統合されている NRNA

は政府に譲歩せざるを得ない。NRNA とネパール政府の

コーポラティズム的関係には、トクヴィル的な見方より

もグラムシ的な見方がよりあてはまると言えよう。議会

制民主主義による意思決定の外側にあるコーポラティ

ズムのそれは不可視のものとなりがちであり、コーポラ

ティズムと議会制民主主義との並存は「二重権力構造」

(Wiarda(2015[1997]: 121)につながりかねないことが指摘

されている。しかし、それは国内の団体であることを前

提した話であり、越境市民社会団体も併せてみてみる

と、「二重権力構造」はより複雑な様相を呈する。 

 以上、述べたように、市民社会と国家の関係は関係の

越境性や人々の政治的権利の有無により異なると考え

られる。今日の市民社会と国家の関係について論じるた

めには、越境市民社会にも注意を払う必要があろう。 
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